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2013年難民動向分析 ―世界― 

 

1．世界的な潮流 

シリア難民の大量発生により、2012年は例年にない記録的な難民や国内避難民の発生があった。しかし、翌2013年はこれま

での記録をさらに塗り替える強制移動の動向が見られた。難民高等弁務官事務所（UNHCR）によれば、2013年は上半期時点で

すでに過去数十年間で最多、最悪となる強制移動者が見られ、年末にはそれが5,120万人を超えた１。その内訳は、難民1,670万

人（うち1,170万人がUNHCRの支援対象者、500万人が国連パレスチナ難民救済事業機関の保護下）、国内避難民3,300万人、さらに

庇護申請者120万人である。強制移動者が5,000万人を上回ったのは第二次世界大戦後初めてのことである。紛争や迫害によって

新たに避難を強いられたのは1,070万人に上り、このうち820万人が国内避難民であり、過去10年で最多となった。残りの250万

人は難民で、これも1994年以降で最も多い数である。一方で、帰還した難民数は41万4,600人で、これは過去25年間で4番目に

低い。 

難民の主な3つの出身国はアフガニスタン（256万人）、シリア（247万人）、ソマリア（112万人）である。対して、難民受け

入れ国はパキスタンが最も多く（160万人）、イラン（85万7,400人）、レバノン（85万6,500人）、ヨルダン（64万1,900人）、ト

ルコ（60万9,900人）と続き、約半数の難民がGDP米500ドル以下の国に避難していることになる。世界的にみて、発展途上国が

全難民のうち86％を庇護している。 

庇護申請は2013年に110万件がなされた。申請は先進国で行われることが多く、最も多いのはドイツであった。第三国定住し

た難民の数および受け入れ国、アメリカを筆頭に（6万6,200人）、21カ国9万8,400人であり、前年度を上回った。 

無国籍に関しては、約350万人が無国籍状況にあると報告されている。しかし、これは75か国のデータのみに基づくものであ

り、実際には少なくともその3倍の1,000万人以上が無国籍者であるとも見積もられている。 

上記のまとめとしてUNHCRの支援対象者の総数をみると、2013年末には4,290万人となり、過去統計史上最多となった。この

原因は、長引くシリア危機とアフリカでの混乱によるものが大きい。 

以下では、2013年の突出した傾向として、主な難民発生源であるシリアとアフリカの状況について触れる。また、本号の特集

テーマでもある無国籍者の動向についても概観していく。 

 

2．続くシリア難民の大量発生 

（1）近隣国への流入 

「アラブの春」の波及により、シリアでも2011年3月にアサド現政権を打倒しようとする反政府組織が立ち上がった。これ以

降、同国では長引く紛争により難民の流出が増加の一途をたどっている。世界第2位の難民受け入れ国であったシリアは、今や

最も難民発生数が多い国になる見通しである２。多くの難民がシリア周辺諸国のトルコやヨルダン、レバノン、イラク、エジプ

ト等に避難している。UNHCRによると、2014年4月30日現在で同機関の支援対象者となっているシリア難民の数が約273万5千

人に上り、そのうち約半数は18歳以下の子どもである３。 

長引く紛争と難民の流出により、シリア周辺国ではシリア人難民に対する反感も強まってきていることは大いに懸念される４。

例えば、ヨルダンでは大量の難民流入により、インフラや食料等に大きな負担がかかっている。エジプトでは自国の政情不安が

続く中で、シリア難民のみならずエジプト国民の生活環境が悪化しており、そのため同国はシリア難民の入国要件を厳格化した５。

レバノンでは、シリアからの難民が100万人を超えているが、これは同国の人口の4分の1に当たり、国民1人が抱える難民の数
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では世界で最多となっている６。このように、相次ぐシリア難民の流入により、隣国は多くの負担を強いられている。トルコで

はキャンプを増設したものの、キャンプ外に居住する都市型難民が増え続けている。その結果、キャンプ難民とキャンプの外で

居住する難民の間では、教育や医療へのアクセス、またポリオワクチンの接種等において格差が見られるようになっている７。 

難民キャンプの「都市化」によって、難民の中で格差が発生していることも注視していかなければならない。長引く難民生活

や多くの支援団体の活動によって、キャンプ内には商店街を含む新しい施設・商店が次々と誕生しているが、それによって難民

間の格差が広がっていることが現地活動NGOによって指摘されている８。これはシリア難民キャンプだけに限らず、他地域にお

ける長期的な難民キャンプにも当てはまる傾向であろう。 

 

（2）第三国定住・人道的配慮による受入れ 

長引く紛争とシリア人の流出、そして上記のような近隣国の負担を軽減するためにも、UNHCRは2013年9月、女性や障がい、

治療の必要があるなど最も脆弱とされる3万人のシリア難民に対する第三国定住や人道的配慮による受入れを、2013年から2014

年にかけて行うように加盟国に要請した。UNHCRと加盟国は、この1年間だけでなく多年度にわたってこのような取組を継続す

るよう、2014年2月には非公式会議（the Informal Consultative Meeting）で、2015年から2016年での10万人の追加受入れ目標

を立てている。 

2013年半ばから2014年6月までのところ、22カ国から3万4,000人以上のシリア難民の第三国定住・人道的配慮による受け入れ

が表明された。その受入れ表明国のほとんどはヨーロッパに集中し、EU加盟国だけでも受入れ表明数は歴史上最も多い2万6,000

人にのぼった９。とりわけ際立った動きを見せているのはドイツである。同国の人道的配慮によるシリア難民の受入れ表明数は、

受け入れ目標全体数3万4,000人の半分以上を占める2万人である10。なお、正式に発表されているものでアジア圏からの受入れ

表明は、まだ見られない。 

 

3．アフリカの混乱 

シリアを除けば、2013年で新たに難民となったり、庇護申請者となったりした人々の多くはアフリカの出身であった。UNHCR

の統計によれば、2013年当初は277万人あまりだったアフリカ出身難民数が、年末には5.7％増となる293万を上回った11。 

例えば、内戦により7万5,800人のスーダン人はチャド（3万6,300人）や南スーダン（3万1,300人）、エチオピア（4,800人）に

避難した。マリでは、2012年から続く政府軍と反政府勢力との衝突によって5万8,000人がモーリタニア（3万1,400人）やブルキ

ナファソ（1万5,700人）、ニジェール（1万1,000人）に逃れた12。政情不安と干ばつの影響を受けたソマリアでは、以前よりも小

規模ではあるものの、2万9,100人がエチオピア（1万7,700人）やイエメン（9,700人）へ流入した。 

中央アフリカでは、2013年3月にイスラム教徒主体の集団であるセレカが当時の大統領を追放して以降、社会情勢が混乱を増

している。セレカとキリスト教徒集団のアンチバラカとの戦闘が激化し、虐殺が起こっているという13。同国は周辺地域からの

難民流入国でもあるが、このような混乱の下でコンゴ民主共和国（5万3,900人）やコンゴ共和国（9,900人）、チャド（1万5,200

人）、カメルーン（9,800人）などに8万8,000人以上が避難し、80万人以上が国内避難民となっている。 

コンゴ民主共和国も自国での不安定な情勢からウガンダ（3万9,300人）やルワンダ（1万3,000人）、ブルンジ（1万人）などの

国々に難民として逃れる人々が見られる一方で、中央アフリカをはじめ隣国からの難民流入も相次いでいる。このように、社会・

経済的に不安定なアフリカの国々の間では、引き続き相互に難民の流出入が発生している現象が確認されている。 

 

4．無国籍 
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先述の通り、UNHCRのGlobal Trendでは、350万人の無国籍者が報告されているが、少なくとも1,000万の人々が世界中で無

国籍者となっているとも見込まれている。無国籍者は、それほどまでに目に見えにくく、脆弱な存在である。2014年は「無国籍

者の地位に関する条約」が採択されてから60年の節目にあたり、無国籍問題の解決に向けて新たなキャンペーンも立ち上げられ

ることになった。これに向けた前段階として同機関は無国籍問題への関心を広げるべく取組を行ってきており、その成果として

以下のことをまとめている14。 

まず、アドボカシーを展開したことで、コートジボワールやセネガル、トルクメニスタン、トルコ、イギリスでそれぞれ新し

い国籍法や無国籍者の保護枠組みが成立、または強化されたということである。例えば、最も多くの無国籍を抱える国の一つで

あるコートジボワールでは、長期的な無国籍の居住者が国籍を取得できるように法修正が行われた。また、ミャンマーや南スー

ダンをはじめとして、無国籍に関するワークショップなどのキャパシティー・ビルディングが開催された。ジャマイカ、ウクラ

イナ、ニカラグア、リトアニア、コートジボワール、モンテネグロの6カ国は新たに「無国籍の削減に関する条約」（1961年）

を批准し、このうちウクライナとニカラグア、コートジボワールの3カ国は「無国籍者の地位に関する条約」（1954年）も同時

に批准している。 

無国籍者の削減については、1万4,000人あまりの少数民族（Lyuli族）がキルギスタン国籍を得た。また、NGOや政府機関な

どと協力した市民権・国籍登録のための書類手続きに関するトレーニングをはじめ、無国籍者のマッピングや調査などの取組が

進行中である。 

上記のような進展が見られるものの、依然として数多くの無国籍の現状が報告されている。アルジャジーラの報道によれば、

2011年に南スーダンが独立してから2年が経過した今でも、約2万人が無国籍状態になっているという15。これは南スーダンの

独立に伴う市民権の問題に起因する。南スーダンの独立に際して、（北）スーダン政府は同国内に居住する南スーダン出身者の

市民権を認めないことを取り決めた。猶予期間は設けられたものの、未だスーダン側に残る南スーダン人は多く、身分を失った

ままになっている。このような人々の多くは、長引く南スーダンでの内戦から逃れてきた背景を持ち、今となってはスーダンで

出生したなど、ほとんど南側と接点を持たない。ヒューマンライツウォッチやRefugee Internationalは、このような無国籍者の

発生に警鐘を鳴らしているが、依然として大々的な解決には至っていない16。 

ドミニカ共和国では、1929年以降にドミニカ人として生まれたものの、両親がドミニカの流れをくんでいない場合は、その者

の市民権を取り上げる決定がなされた。そのためハイチ人の先祖を持つ多くのドミニカ人は、移民後すでに複数世代にわたって

ハイチとの関係がなかったとしても、突然国籍を失うことになった17。これではハイチ系ドミニカ人とされる人々が就業や教育、

福祉サービスなどから疎外され得る。したがって、これはある特定集団の人権が作為的に侵害されるとも受け取れる事態と言え

よう。 

「無国籍者の地位に関する条約」が採択されてから60年の節目にあたる2014年、国際的な関心も高まりつつある中、無国籍

問題の解決に向けて大きな前進があることが期待される。 
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